
R2.11.1

会陽の里デイサービスセンター  利用料金表
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要介護 1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5要介護度

6,540 7,716 8,913 10,089 11,235①サービス利用料金

9,080 10,156②介護保険から
給付される金額

5,886 6,944 8,021

1割負担
③ 自己負担額

(①―②)

654 772 892 1009 1129

8,071 9,028②
′
介護保険から

給付される金額
5,232 6,172 7.130

2割負担
③
′
自己負担額
(①一②

′
)

1,308 7,544 1,783 2,018 2,257

4,578 5,401 6,239 7,062 7,899②"介護保険から
給付される金額

3,027 3,386

3割負担
③"自 己負担額

(①―②")
1,962 2,315 2,674

要介護度 要介護 1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

①サービス利用料金 6,753 7,970 9,207 10,434 11,661

6,077 7,173 8,286 9,390 10,494②介護保険から
給付される金額

1,167

1割負担
③ 自己負担額

(①―②)

676 797 921 1,044

②
′
介護保険から

給付される金額
5,402 6,376 7,365 3,347 9,328

2割負担
③
′
自己負担額
(①―②

′
)

1,351 1,594 1,342 2,087 27333

5,579 6,444 7,303 8,162
②"介護保険から
給付される金額

4,727

3割負担
③"自 己負担額

(①―②")
2,026 2,391 2,763 3,131 3,499

要介護度 要介護 1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

①サービス利用料金 7,493 3,352 10,261 11,661 137060

11,754②介護保険から
給付される金額

6,743 7,944 9,234 10,494

1割負担
③ 自己負担額

(①―②)

750 886 1027 1,167 1,306

②
′
介護保険から

給付される金額
5,994 7,081 8,208 9,328 10,448

2,612

2割負担
③
′
自己負担額
(①…②

′
)

1,499 1,771 2,053 2,333

②"介護保険から
給付される金額

5,245 6,196 7,132 8,162 9,142

3割負担
③"自 己負担額

(①―②")
2,248 2,656 3,079 3,499 3,918

※利用料金の負担割合は利用者様の介護保険の負担割合証に記載された割合に基づきます。



☆次のサービスを受ける場合は、要介護度に関わらず下記のとおり加算されます。
日入浴介助加算中日1回につき50単位

1割負担の場合、自己負担額:51円

2割負担の場合、自己負担額 :102円

3割負担の場合、自己負担額 :153円

B個別機能訓練加算(I)中 口1回につき46単位

¬割負担の場合、自己負担額 :47円

2割負担の場合、自己負担額 :94円

3割負担の場合、自己負担額:140円

口個別機能訓練加算(E)中 ●¬回につき56単位

1割負担の場合、自己負担額:57円

2割負担の場合、自己負担額 :114円

3割負担の場合、自己負担額 :171円

「サービス提供体制強化加算(I)イ F口 El回 につき18単位

1割負担の場合、自己負担額 :19円

2割負担の場合、自己負担額:37円

3割負担の場合、自己負担額:55円

B介護職員処遇改善加算(I)
…・1月 につき ご利用のサービス単位数合計 X5,90/oX10,14(地 域区分別単価)X負担割合

口介護職員等特定処遇改善加算(I)
中●1月 につき ご利用のサービス単位数合計 Xl.2%X10,14(地域区分別単価)X負担割合

E介護職員等特定処遇改善加算 (工 )

…・1月 につき ご利用のサービス単位数合計 Xl.00/o X10.14(地 域区分別単価)X負担割合

☆その他の料金
J昼食代 (お やつ含む)600円
Eレクリエーシヨン、日常生活上必要となる諸費用 (紙パンツ、パット、コピー等)は実費

※利用料金はlヵ 月単位で加算も含め合計し計算しますので、多少の誤差が生じる場合があります。
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1日 2

※利用料金の負担割合は利用者様の介護保険の負担割合証に記載された割合に基づきます。

口介護予防通所サービス運動器機能向上加算…日1月 につき225単位

1割負担の場合、自己負担額 :229円

2割負担の場合、自己負担額 :457円

3割負担の場合、自己負担額 :685円

・介護予防通所サービス提供体制加算 111… L要支援1の方 1月 につき72単位

1割負担の場合、自己負担 :73円

2割負担の場合、自己負担 :146円

3割負担の場合、自己負担 :219円

・介護予防通所サービス提供体制加算 1 12BB日 要支援2の方 1月 につき144単位

1割負担の場合、自己負担 :146円

2割負担の場合、自己負担 :292円

3割負担の場合、自己負担 :438円

B介護予防通所サービス処遇改善加算 I

…・¬月につき 所定単位数の59/1000加算

日介護予防通所サービス特定処遇改善加算 I

'・・1月 につき 所定単位数の12/1000加算

日介護予防通所サービス特定処遇改善加算Ⅱ
中Jl月 につき 所定単位数の10/1000加算

☆その他の料金
g昼食代(おやつ含む)600円
Hレクリエーション、日常生活上必要となる諸費用(紙パンツ、パット、コピー等)は実費

要支援 1 要支援2

①サービス利用料金 16.781 34,405

②介護保険から
給付される金額 15,102 30,964

1割負担
③ 自己負担額

(①―②) 1,679 3,441

②
′
介護保険から

給付される金額 13,424 27,524

③
′
自己負担額
(①―②

′
) 3,357 6,381

2割負担

11.746 24.083
②"介護保険から
給付される金額

3割負担
③"自 己負担額

(①―②") 5,035 10,322

※利用料金はlヵ 月単位で加算も含め合計し計算しますので、多少の誤差が生じる場合があります。



182 <

※利用料金の負担割合は利用者様の介護保険の負担割合証に記載された割合に基づきます。

☆その他の料金

・介護職員処遇改善加算 I

・・・ご利用のサービス単位数合計 X5.9%X10,14(地域区分別単価)X負担割合

・介護職員等特定処遇改善加算 Ⅱ

●中ご利用のサービス単位数合計 Xl.00/o X10.14(地 域区分別単価)X負担割合

・昼食代 (おやつ含む)600円
Bレクリエーシヨン、日常生活上必要となる諸費用等は実費

※利用料金はlヵ月単位で加算も含め合計し計算しますので、多少の誤差が生じる場合があります。

要支援 1 要支援2

34.405①サービス利用料金 16,781

②介護保険から
給付される金額 15,102 30,964

③ 自己負担額
(①―②) 1.679 3,441

1割負担

13.424 27.524
②
′
介護保険から

給付される金額
2割負担

③
′
自己負担額
(①―②

′
) 3,357 6,881

②"介護保険から
給付される金額 11,746 24,033

③"自 己負担額
(①―②") 5,035 10,322

3割負担

①サービス利用料金 16,781

②介護保険から
給付される金額 15,102

1.679

1割負担
③ 自己負担額

(①―②)

②
′
介護保険から

給付される金額 13,424
2割負担

③
′
自己負担額
(①―②

′
) 3,357

②"介護保険から
給付される金額 11,746

5.035

3割負担
③"自 己負担額

(①―②")


